
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年８月10日

【四半期会計期間】 第92期第１四半期(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

【会社名】 ブルドックソース株式会社

【英訳名】 BULL-DOG SAUCE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　池　田　章　子

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町11番５号

【電話番号】 03-3668-6811

【事務連絡者氏名】 経理財務部長　浅　倉　　貴

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町11番５号

【電話番号】 03-3668-6813

【事務連絡者氏名】 経理財務部長　浅　倉　　貴

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

 

EDINET提出書類

ブルドックソース株式会社(E00466)

四半期報告書

 1/20



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第91期

第１四半期
連結累計期間

第92期
第１四半期
連結累計期間

第91期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 4,197,703 4,297,001 16,666,866

経常利益 (千円) 333,741 416,450 1,101,546

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 216,453 274,172 728,369

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 562,438 11,437 540,722

純資産額 (千円) 18,011,148 17,761,517 17,886,810

総資産額 (千円) 23,867,166 23,504,862 23,671,935

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 3.17 4.01 10.66

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 75.5 75.6 75.6
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で回復基調は見られたものの、熊本地震や海外経済の減

速の影響が懸念されるなど、依然として個人消費の節約志向が続く状況で推移しました。

　このような状況の下、当社グループは、昨年実施した価格改定後の商品価値の再訴求と新たな売場開拓、そし

て、業務用市場における新たな顧客獲得を進めてまいりました。

　ブルドックソースにおいては、かけるのはもちろん、炒めて、焼いて、調理しておいしい「うまソース」と「う

まソーストマトタイプ」の自社ウェブサイト特設ページやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を通じ

て、毎日のお弁当や作り置きレシピなど、さまざまな食のシーンで何にでも使える万能調味料であることを訴求す

る活動を展開しております。また、２月に発売した野菜が恋するシリーズの姉妹品「野菜が恋するデリ」、「野菜

が恋するスイーツ」に続いて、類似の他メーカー品との差別化を図りサラダでも、漬物でもない、新しい野菜の食

べ方を提案する「野菜が恋する漬けサラダ用スイートビネガー300ml」と「野菜が恋する漬けサラダ用赤しそ

300ml」を青果売場限定商品として６月に発売しました。

　イカリソースにおいては、創業120周年を記念して、トマト等の旨味と香辛料を増加させ、さらに美味しくリ

ニューアル発売した「ウスターソース」、「中濃ソース」、「とんかつソース」の販促活動を強化し、主力商品の

価値訴求と定着率向上を目指してまいりました。

　業務用商品につきましては、中食や惣菜売場を中心とした企画提案を積極的に行い、さらなる新規ユーザーの獲

得に努めてまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は42億９千７百万円（前年同四半期比2.4％増）となりま

した。利益面につきましては、売上が順調に推移するとともに業務の効率化等に努めたことにより、営業利益は３

億１千２百万円（前年同四半期比47.0％増）、経常利益は４億１千６百万円（前年同四半期比24.8％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は２億７千４百万円（前年同四半期比26.7％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億６千７万円減少し、235億４百万円となり

ました。

　流動資産につきましては、現金及び預金が減少したものの、商品及び製品の増加などにより、前連結会計年度末

に比べて２千８百万円増加し、91億７千２百万円となりました。

　固定資産につきましては、投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末に比べて１億９千５百万円減少

し、143億３千２百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて４千１百万円減少し、57億４千３百万円とな

りました。

流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加などはあったものの、未払費用の減少などにより前連結会

計年度末に比べて９百万円減少し、33億９千１百万円となりました。

　固定負債につきましては、繰延税金負債の減少などにより、前連結会計年度末に比べて３千２百万円減少し、23

億５千１百万円となりました。

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて、１億２千５百万円減少

し、177億６千１百万円となりました。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

（株式会社の支配に関する基本方針）

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は上場会社であるため、当社の株券等は、株主・投資家の皆様によって自由に取引できるものです。したが

いまして、当社は、当社の株券等に対する大規模な買付行為につきましても、これを一概に否定するものではあり

ません。大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連

しますので、最終的には、個々の株主の皆様の自由な意思によってなされるべきであると考えます。

しかしながら、一方的な株券等の大規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当該大規模な買付行為に関す

る十分な情報が提供されず、株主の皆様が当該大規模な買付行為の条件・方法等の評価・検討等を行ったり、当社

取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されないものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要

するおそれがあるもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益を著しく損なう株券等の大規模な買付行為が存在することも否定し得ません。

当社といたしましては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の

様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を中長期的に確保又は向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。し

たがいまして、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模な買

付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
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② 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、下記ⅰ.の企業価値向上への取組み、及び、下記ⅱ.のコー

ポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施し

ております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それ

を当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記①のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記①

の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に資するものであると考えておりま

す。

ⅰ.企業価値向上への取組み

当社は、明治35年（1902年）の創業から培ってきた信頼とブランド力を基盤として、家庭用ソースの需要拡大と

市場の活性化に努めるとともに、ソースメーカーNo.１のプレゼンスを確立することを目指し、経済的価値の伴うブ

ランド力のより一層の向上に努めてまいりました。また、昨今のデフレ経済下においても、生産工程の見直し等に

より生産効率を向上させるとともに、事業構造の改革をさらに進め、経営体質の強化及び基盤事業の収益力の向上

を図っております。当社では、素材の良さを引き出す汎用性の高い万能調味料として平成24年に発売した「うま

ソース」をはじめ、固定概念に捉われない新しい「Sauce」の開発を通じて、お客様の食の世界を広げ、ソースの新

たな価値を創造していくことを目指しております。さらに、当社にとって拡大の余地が大きい業務用市場において

は、家庭用市場で長年にわたり築いてきた豊富な経験とノウハウを結集し、業務用市場における多種多様なニーズ

にお応えできるよう、販売体制や生産体制の強化に努めております。

当社は、今後も引き続き、これらの取組みを通じて、ソース類の製造販売事業のプロフェッショナルとして、お

客様にとって「安全・安心・信頼」の商品づくりに取り組み、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上に

最善の努力を尽くしてまいります。

ⅱ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とそれに基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための

取組み

当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を向上させることがコーポレート・ガバナンスの基本

であると認識し、そのため経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。さらに企

業倫理の徹底を行動規範として掲げ、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動

を展開するとともに、リスク発生を想定した緊急対応システムやリコールプランを制定するなど、安全で安心な商

品を提供するためのリスク管理体制の整備も行っております。
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コーポレート・ガバナンスの充実のための具体的な取組みとして、当社は、執行役員制度を導入し、業務執行機

能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化してまいりました。また、当社は、平成28年６月28日に監

査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は３名の独立社外取締役で構成され、取

締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化によりコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実とよ

り透明性の高い経営の確保に努めております。さらに、平成27年11月20日には、東京証券取引所のコーポレートガ

バナンス・コードに対応した「コーポレート・ガバナンス方針」を策定・開示し、コーポレート・ガバナンス体制

の一層の強化を図っております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

当社は、平成28年５月13日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付

行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、当社の

株券等の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決定いたしまし

た。また、平成28年６月28日開催の当社第91回定時株主総会において、本対応方針の導入に関する議案について

は、株主の皆様のご承認を得ております。

本対応方針は、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十分な評価・検討等の

期間の確保を要請したにもかかわらず、かかる要請に応じない大規模買付者に対して、又は、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対抗

措置を発動できることとしています。したがいまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行

為を防止するものであり、本対応方針の導入は、上記①に記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財

務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。

なお、本対応方針の有効期間は、平成31年６月に開催予定の当社第94回定時株主総会の終結時までとしておりま

す。

本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の平成28年５月13日付プレスリリース「当社の株式の

大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」

（URL: http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/160513_05.pdf）をご参照ください。
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④ 上記②及び③の取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

当社は、上記②の取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを

当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく

損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられることから、これは上記①の当社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

次に、上記③の取組みとして導入を決定した本対応方針は、必要な情報の事前の提供と大規模買付行為の内容の

評価・検討等に必要な期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を著しく損なうものであると認められる大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対

抗措置を発動できることとしています。したがいまして、上記③の取組みは、上記①の当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みであります。

また、本対応方針に基づく対抗措置の発動等についての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため

に、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立

委員会による勧告を最大限尊重することとしており、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措

置の発動を防止するための仕組みが確保されています。さらに、本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年

５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原

則((１)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(２)事前開示・株主意思の原則、(３)必要性・相当性確保

の原則)を完全に充足しています。また、本対応方針は、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸

環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっており

ます。以上のとおり、本対応方針については、その公正性・合理性を確保するための制度及び手続が定められてお

ります。

　このように、上記③の各取組みも、上記①の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的

とするものではないと考えております。

 
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４千５百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000
 

(注)　平成28年６月28日開催の第91回定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成28年10月１日）をもっ

て、発行可能株式総数を20,000,000株とする旨が承認可決されました。なお会社法第182条第２項に基づき、株

式併合の効力発生日である平成28年10月１日に、定款６条に規定する発行可能株式総数が200,000,000株が

20,000,000株に変更されたものとみなされます。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,774,401 69,774,401
東京証券取引所　
（市場第二部）

単元株式数は、
1,000株であります。

計 69,774,401 69,774,401 ― ―
 

(注)　平成28年６月28日開催の第91回定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成28年10月１日）をもっ

て、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更が承認可決されました。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年６月30日 ― 69,774,401 ― 1,044,378 ― 2,564,860
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

ブルドックソース株式会社(E00466)

四半期報告書

 8/20



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,441,000

 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 68,181,000
 

 

68,181 ―

単元未満株式 普通株式 152,401
 

 

― ―

発行済株式総数 69,774,401 ― ―

総株主の議決権 ― 68,181 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式963株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
ブルドックソース
株式会社

東京都中央区日本橋兜町
11－５

1,441,000 ─ 1,441,000 2.07

計 ― 1,441,000 ─ 1,441,000 2.07

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,104,479 3,927,052

  受取手形及び売掛金 4,266,796 4,308,323

  商品及び製品 438,800 574,579

  原材料及び貯蔵品 91,292 102,648

  仕掛品 23,969 35,012

  繰延税金資産 158,801 159,062

  その他 60,184 65,942

  流動資産合計 9,144,324 9,172,622

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,955,078 1,914,618

   機械装置及び運搬具（純額） 1,054,904 1,003,686

   土地 2,711,335 2,711,335

   その他（純額） 75,962 74,328

   有形固定資産合計 5,797,280 5,703,968

  無形固定資産 7,922 148,856

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,068,587 7,826,939

   繰延税金資産 50,078 50,078

   その他 657,178 655,833

   貸倒引当金 △53,436 △53,436

   投資その他の資産合計 8,722,408 8,479,414

  固定資産合計 14,527,611 14,332,240

 資産合計 23,671,935 23,504,862
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,661,831 1,862,676

  1年内返済予定の長期借入金 79,992 79,992

  未払法人税等 185,490 147,939

  未払費用 1,095,267 991,620

  賞与引当金 171,683 88,594

  その他 206,770 220,964

  流動負債合計 3,401,035 3,391,787

 固定負債   

  長期借入金 440,016 420,018

  繰延税金負債 843,530 735,581

  退職給付に係る負債 908,528 885,855

  長期未払金 166,300 165,000

  その他 25,714 145,102

  固定負債合計 2,384,089 2,351,557

 負債合計 5,785,125 5,743,344

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,044,378 1,044,378

  資本剰余金 2,564,860 2,564,860

  利益剰余金 13,075,802 13,213,309

  自己株式 △535,562 △535,626

  株主資本合計 16,149,478 16,286,921

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,759,678 1,496,219

  退職給付に係る調整累計額 △22,346 △21,623

  その他の包括利益累計額合計 1,737,331 1,474,596

 純資産合計 17,886,810 17,761,517

負債純資産合計 23,671,935 23,504,862
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 4,197,703 4,297,001

売上原価 2,042,542 2,014,266

売上総利益 2,155,161 2,282,734

販売費及び一般管理費 1,942,782 1,970,546

営業利益 212,378 312,188

営業外収益   

 受取利息 70 64

 受取配当金 88,060 106,522

 投資有価証券売却益 35,095 -

 その他 835 1,090

 営業外収益合計 124,062 107,677

営業外費用   

 支払利息 2,473 1,566

 その他 226 1,849

 営業外費用合計 2,699 3,415

経常利益 333,741 416,450

特別損失   

 固定資産除却損 489 -

 災害による損失 8,780 -

 特別損失合計 9,269 -

税金等調整前四半期純利益 324,472 416,450

法人税等 108,018 142,277

四半期純利益 216,453 274,172

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 216,453 274,172
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 216,453 274,172

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 348,202 △263,458

 退職給付に係る調整額 △2,217 722

 その他の包括利益合計 345,984 △262,735

四半期包括利益 562,438 11,437

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 562,438 11,437

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

 

(追加情報)

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 124,980千円 114,283千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 136,666 2.00 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ブルドックソース株式会社(E00466)

四半期報告書

15/20



 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 136,665 2.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ソース類の製造販売事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重

要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額 3円17銭 4円01銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 216,453 274,172

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

216,453 274,172

   普通株式の期中平均株式数(千株) 68,333 68,332
 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

第三者割当による自己株式の処分

　当社は、平成28年７月29日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を次のとおり決議しま

した。

 
(1) 処分期日　　　　　　　平成28年８月26日

(2) 処分する株式の種類　　普通株式

(3) 処分する株式の数　　　940,000株

(4) 処分価額　　　　　　　１株につき202円

(5) 処分価額の総額　　　　189,880千円

(6) 処分の方法　　　　　　第三者割当による処分

(7) 処分先　　　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）

(8) 処分理由

平成28年６月28日開催の当社第91回定時株主総会において承認された業績連動型の株式報酬制度（以下「本

制度」という。）を導入するために処分するものであります。なお、本制度は、当社の取締役（社外取締役、

監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。）を対象に、中長期的な視点で株主の皆様と利益意識を共有

し、中長期的な視野での業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的とするものです。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年８月10日

ブルドックソース株式会社

取締役会  御中

 

三優監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   野　　村       　聡   印

 

 
 

業務執行社員  公認会計士   橋   爪   　　　剛   印
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているブルドックソー

ス株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年４月１日

から平成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ブルドックソース株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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